
①TPP税率（の有無） 
 輸出入される産品にＴＰＰ税率が設定されているか          

ＴＰＰ 

締約国 

②原産地基準を満たすか 
 その産品（貨物）が｢原産品｣であ
ること(＝原産地基準を満たしてい
ること) 

 

※運送の途上で｢原産品｣という資格を失っていな
いこと(＝原則として直送されることなど、運
送の要件（積送基準）を満たしていること)  

③手続的要件（原産地手続） 
 税関に対して「原産品」であることを
申告すること（原産品申告書、運送要
件証明書を提出するなど、必要な手続
を行うこと） 

 日本 
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（１５）ＴＰＰ税率の適用を受けるためには 



出所：内閣官房ホームページ「環太平洋パートナーシップ協定 
（ＴＰＰ協定）の概要」（内閣官房ＴＰＰ政府対策本部作成資料） 

第３章. 原産地規則及び原産地手続 

輸入される産品について、関税の撤廃・引下げの関税上の特恵待遇の対象となるＴＰＰ域内の原産品として認
められるための要件及び特恵待遇を受けるための証明手続等を定める。 

 本章のルールにより、例えば以下のようなメリットが
考えられる。 
 
（１） ＴＰＰ特恵税率の適用が可能な12か国内の原産
地規則の統一（事業者の制度利用負担の緩和） 
  

（２） 輸出者、生産者又は輸入者自らが原産地証明
書を作成する制度の導入（貿易手続の円滑化） 
  
（３） 完全累積制度の実現 

 ＴＰＰ協定においては、複数の締約国において付加価値・加
工工程の足し上げを行い、原産性を判断する完全累積制度を
採用。日本が締結済みのＥＰＡにおいても、メキシコ、ペルー
等で完全累積制度を採用している。 

（参考）「完全累積制度」概念図 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４） 広域ＦＴＡ化による原産品輸送の容易化（立証負
担の緩和） 

 二国間のＦＴＡにおいては、産品の輸送の際に第三国を経由
した場合には、当該貨物の原産性が維持されているか否かに
ついて輸入国税関に対し立証する負担がある。一方で、ＴＰＰ
は全ての締約国を一つの領域とみなす広域ＦＴＡであり、全て
の締約国の領域内を移動する限りにおいては、貨物の原産性
が維持されることになる。 

ＴＰＰ原産地規則の概要 

29 

(16)TPP原産地規則について① 



輸入者 

輸入国税関 

輸出国 

② 輸 出 

    

（Ｔ
Ｐ
Ｐ
税
率
） 

③ 

輸
入
申
告 

輸入国 

生産者 輸出者 

〇 日豪EPAと同様、ＴＰＰにおいても自己申告制度が採用されている。 

〇 輸出者、生産者又は輸入者が原産品申告書の作成ができる。 

〇 輸入者は、ＴＰＰ税率を適用して輸入申告をする際に原産品申告書を税関に提出。 
   (※）我が国での輸入に際しては、原産品であることを明らかにする書類（明細書等）の提出も必要。 

① 原産品 
申告書 
作成可 

原産品 
申告書等 

④ 原産性の審査及び事後確認 

① 原産品 
申告書 
作成可 

① 原産品 
申告書 
作成可 

特恵要求手続（自己申告制度） 
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(16)TPP原産地規則について② 



完全累積 

輸入 
締約国 

 「累積」には、他の締約国の原産材料を、自国の原産材料とみな
す①「モノの累積」と、複数の締約国における生産行為を、単一
の地域（ＴＰＰ域内）で行ったものとみなす②「生産行為の累積」が
ある（両者を併せて「完全累積」） 

（例）エンジンの原産地規則が 

「付加価値55%」の場合 

締約国A 

締約国B 
(付加価値60%) 

②「生産行為の累積」 
→C国で生産されたエンジンは付加価値
基準(55%）を満たさないため非原産材
料となるが、C国での付加価値分の20%
について、A国での自動車の生産にお
いて累積を可能とするもの。 

締約国C 
(付加価値20%) 

①「モノの累積」 
→B国で生産されたエンジンは付加
価値基準(55%)を満たすため原産材
料となる。A国の自動車の生産にお
いて累積可能。 
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「完全累積」について (16)TPP原産地規則について③ 



ＴＰＰ原産地証明書の作成（日本からの輸出） 

必要的記載事項（第三章（原産地規則章）附属書三－Ｂ） 

・ 証明者が輸出者、生産者又は輸入者のいずれであるか 

・ 証明者、輸出者（※1）、生産者（※2）の氏名、住所、電子メールアドレス及び電話番号 
  （※1）生産者が証明書を作成する場合であって輸出者が分からない場合は記載不要。 

      （※2）生産者が証明者又は輸出者と異なる場合に記載。生産者に係る情報の秘密保持を希望するものは、 

      「輸入締約国の当局の要請があった場合には提供可能」と記載することが認められる。 

・ 判明している場合には、輸入者の氏名、住所、電子メールアドレス及び電話番号 

・ 産品の品名及び統一システムの関税分類（六桁まで） 

・ 判明している場合には、インボイスの番号 

・ 適用する原産性の基準 

・ 署名、日付、及び「産品が原産品であること等」の定型誓約文の付記 

 ＴＰＰ原産地証明書は、輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが作成可能。 

 ＴＰＰで決まった様式はないが、必要的記載事項を含む必要がある。 

 英語で作成する。 

日豪経済連携協定 
における様式（例） 
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(16)TPP原産地規則について④ 



 

ＴＰＰ 

原産地証明書 

契約書、仕入書、価格表、総部品表、 

製造工程表、投入記録、出荷記録、 

支払記録、帳簿 等 

保存書類のイメージ 

書類の保存 

 原産地証明書を作成した生産者又は輸出者は、作成の日から５年間、産品が原産品であることを
示すために必要な全ての記録を保管する。 

 保存する書類は、産品の原産性を判断し、原産地証明書を作成する際に用いた資料。具体的に
は、契約書、仕入書、価格表、総部品表又は製造工程表等。 

書類の保存（日本からの輸出） 

（参考）原産地証明書を作成する際に用いる資料（保存する資料）は、第三者証明制度において発給当局（我が国の場合日本商工会議
所）に対し原産地証明書の発給を求める際に必要となる資料と同等。第三者証明制度において保存すべき資料の具体例は下記を参照。 

「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」（経済産業省原産地証明室）
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/roo_guideline.pdf 

これらの書類は、輸出相手国（輸入国の
税関）による事後的な確認（輸出された
産品が原産品であったかどうかの確認）
の際、その写し等の提供を求められる場
合がある。 

（TPP原産地規則章 第三・二十七条 
原産品であることの確認） 
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(16)TPP原産地規則について⑤ 



輸入された産品の原産性に疑義がある場合、税関は、産品についての情報を求めることができる。 

① 輸入者に対する書面による検証（書面検証：産品について、質問票等により情報を求めること） 

② 輸出者・生産者に対する書面検証   

③ 輸出者・生産者に対する訪問検証（事務所や工場等を訪問し、産品の原産性を確認すること） 
   （※）輸入者、輸出者又は生産者が十分な情報を提供しない場合等はＴＰＰ税率の適用を否認。 

輸入者 

輸入国税関 

輸出国 輸入国 

生産者 輸出者 

③訪問検証 

②書面検証 

①書面検証 

確認手続（検証） 

輸出国政府 

②書面検証の際、輸出国政府に支援を求めることができる。 
③訪問検証の際、輸出国政府に同行の機会を与える。 
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(16)TPP原産地規則について⑥ 



36 35 

（参考） 

○税関でも体制を整備し、原産地規則に関する輸出入者からの照会に迅速・適切に対応。 



「TPP原産地規則相談窓口の設置」のご案内 

平成28年4月 

 2016年2月4日、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定が我が国を含む

参加12か国において署名されたことを受け、大阪税関ではＴＰＰ原産地規則に

ついての相談窓口を設置しました。 

 ＴＰＰ原産地規則や関連する税関手続について、原産地調査官が疑問・相談に

お答えします。 

どうぞお気軽にお問い合わせください。 お気軽にお問い
合わせください。 
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【参考】 
 当資料は、内閣官房ＴＰＰ政府対策本部が公表している資料の抜粋等により作成しております。  
 各ページの表題に〔内閣官房作成資料〕と記載したものは、いずれも内閣官房ＴＰＰ政府対策本部トップ
ページ（URL：http://www.cas.go.jp/jp/tpp/index.html)から次のとおり検索できます。 
 
 19～21ページ及び23ページの資料 
  ⇒『説明会』 
   ⇒『平成27年11月04日（水）：大阪会場』 
    ⇒『・会場配布資料（大阪・仙台・福岡・札幌） 
                  ＴＰＰ協定交渉の大筋合意関連資料【PDF:2,738KB】』  
 24ページの資料 
  ⇒『ＴＰＰの効果』 
   ⇒『・ＴＰＰ協定の経済効果分析について 
        ＴＰＰ協定の経済効果分析について（概要）【ＰＤＦ：801KB】』 
 25ページの資料 
  ⇒『政府の取組』 
   ⇒『・総合的なＴＰＰ関連政策大綱について  
       「総合的なＴＰＰ関連政策大綱概要」【ＰＤＦ：19KB】』 
 26、27ページの資料 
  ⇒『政府の取組』 
   ⇒『・環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案について 
       「概要」【ＰＤＦ：857KB】』 
 35ページの資料 
  ⇒『政府の取組』 
   ⇒『・総合的なＴＰＰ関連政策大綱について  
       「参考資料」【ＰＤＦ：3,533KB】』 37 


